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行橋市西宮市一丁目

工 事 名 行橋市西部ポンプ場ポンプ設備更新工事

（設  計  額） （消 費 税 額） （合    計）

起   工

理   由

工 事 費

行橋市 下水道課

　ポンプ設備更新工事
　　西部ポンプ場ポンプ設備　一式
　　　・№1雨水ポンプφ800　１式　・№3雨水ポンプφ1100　１式
　　　・地下重油タンク　１台　・天井クレーン　１台　・補機類　１式

工   事

第
の

大   要

号



費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

ポンプ設備工事
1    式

機器費
1    式

機器費 計 [機器費]

輸送費
1    式

輸送費 計

直接材料費
1    式

補助材料費
1    式

材料費 計

一般労務費
1    式

機械設備据付労務費
1    式

労務費 計

複合工費
1    式

行橋市

1

第2号明細書

第4号明細書

第6号明細書

第5号明細書

第3号明細書

本 工 事 費 内 訳 書

明細単価番号

第1号明細書



費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

複合工費 計

機械経費
1    式

直接経費 計

仮設費
1    式

仮設費 計

直接工事費 計 (直接工事費)

共通仮設費
1    式

準備費（積上げ）
1    式

共通仮設費 計

純工事費

現場管理費
1    式

据付間接費
1    式

行橋市
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第7号明細書

本 工 事 費 内 訳 書

明細単価番号



費  目  ・  工  種  ・  種  別  ・  細  目 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

間接工事費 計 (間接工事費)

据付工事原価 計 [据付工事原価]

設計技術費 [設計技術費]
1    式

工事原価

一般管理費 [一般管理費]
1    式

スクラップ等
1    式

工事価格

消費税等相当額

合計

行橋市
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明細単価番号

本 工 事 費 内 訳 書

第8号明細書



【 第   1 号 明細書 】

機器費（1/2) 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

No.1雨水ポンプ　φ800
 1    台

No.1雨水ポンプ電動機
1    台

No.3雨水ポンプ　φ1100
1    台

No.3雨水ポンプ用ディーゼルエンジン 立形直列水冷4サイクル
1    台 150kw ×  900min-1

No.3雨水ポンプ減速機 直交軸傘歯車減速機
1　　 台 減速比 3.83 0.75kW

No.3雨水ポンプ用空気槽 鋼板製立形円筒槽
1    台 150L × 2本

　地下重油タンク 内面ライニング
1    台 4m3

　No.1,2燃料移送ポンプ 歯車ポンプ
2    台 φ25×17L/分×0.3MPa  0.75kW

　No.1,2冷却水ポンプ 水中渦巻ポンプ
2    台 φ80×0.9m3/分×17m  5.5kW

　No.1,2潤滑水ポンプ 水中渦巻ポンプ
2    台 φ40×0.20m3/分×36m  3.7kW

　No.1,2床排水ポンプ 水中汚水ポンプ
2    台 φ50×0.3m3/分×8m  1.5kW

　天井クレーン 手動チェーンブロック　1t吊
1    台 架台　12t

行橋市
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明細単価番号



【 第   1 号 明細書 】

機器費（2/2) 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

        計

行橋市
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明細単価番号



【 第   2 号 明細書 】

輸送費 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

輸送費
一般品 式

輸送費
特大品 1    式

        計

行橋市
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明細単価番号

1    



【 第   3 号 明細書 】

直接材料費 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

小配管・弁類
1    式

        計

行橋市
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明細単価番号



【 第   4 号 明細書 】

一般労務費 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

配管工
人

設備機械工
人

普通作業員
人

        計

行橋市
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明細単価番号



【 第   5 号 明細書 】

機械設備据付労務費 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

機械設備据付工
人

        計

行橋市
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明細単価番号



【 第   6 号 明細書 】

複合工費（1/2) 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

鋼製加工品 
t

塗装工  鋼製加工品
m2

鉄筋コンクリート
m3

モルタル充填      1：2
m3

モルタル仕上げ    2cm厚
m2

型枠工
m2

基礎砕石
m2

均しコンクリート
m3

鉄筋工 
kg

はつり工         鉄筋コンクリート
m3

はつり工         無筋コンクリート
m3

掘削　　小規模
m3

行橋市
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3.3

3.68

0.36

0.46

4.56

0.39

16.0

15.3

182

20.3

4.26

0.14

明細単価番号



【 第   6 号 明細書 】

複合工費（2/2) 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

残土処理
m3

埋戻し
m3

砂埋戻し
m3

        計

行橋市
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1.1

2.2

1.1

明細単価番号



【 第   7 号 明細書 】

準備費（積上げ） 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

ガラ運搬・処分
鉄筋コンクリート ㎥

ガラ運搬・処分
無筋コンクリート ㎥

        計

行橋市
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4.26

0.14

明細単価番号



【 第   8 号 明細書 】

スクラップ等 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

スクラップ
鉄くず  故銑B ton

スクラップ
鉄くず  ヘビーH1 ton

        計

行橋市
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6.42

0.76

明細単価番号



【 第   1 号 単価表 】

小配管・弁類（1/2) 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

SGPW  50A
ｍ

SGPW  65A
ｍ

SGPW  80A
ｍ

SGP 20A
ｍ

SGP 25A
ｍ

SGP 40A
ｍ

SGP 50A
ｍ

SGP 65A
ｍ

同上付属材料率
式

SUS304TP Sch20S 40A
ｍ

SUS304TP Sch20S 50A
ｍ

同上付属材料率
式

行橋市
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5.56

1

8.25

10.3

1

2.37

2.75

11.5

31.8

21.0

6.27

13.3

明細単価番号



【 第   1 号 単価表 】

小配管・弁類（2/2) 1     式 当り

名      称   ・   規      格 数    量 単位 単     価 金       額 摘           要

SUS304TP Sch20S 40A
ｍ

SUS304TP Sch20S 50A
ｍ

同上付属材料率
式

        計

行橋市
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1

5.72

6.33

明細単価番号
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第１章 総則 

本工事は西部ポンプ場における施設稼動のためのポンプ設備更新工事を行うものであり、設

計、製作（購入を含む）、撤去、据付、試運転調整および検査まで一式を含むものである。 

【一般事項】 

工事に伴う補償について 

工事の施工に伴って、第三者に及ぼした被害（以下「被害」という。）については、工事請負

契約約款28条及び共通仕様書等によるところであるが、補償業務の公正かつ適正な処理のため、

特に下記事項に留意されたい。 

上記被害とは、工事施工中はもちろんのこと、工事完了後においても発生したものをいう。 

1 被害の防止 

請負者は、工事を施工するにあたり、第三者に及ぼす被害を可能な限り防止、軽減、回避する

ため最善の努力を払い、適切な処理を講じなければならない。 

2 補償責任 

第三者に及ぼした被害のうち、次の場合は、請負者が補償しなければならない。 

(1) 請負者が契約約款、設計図書、または市の指示事項に従わなかったことが原因となった場合。

(2) 工事の施工につき、請負者が善良な管理者の注意義務を怠ったことが原因となった場合。

(3) 請負者自らの責任で採用した工法が原因となった場合。

(4) 不可避的に発生した被害の場合で軽微（請負金額の 100 分の 1 以内）なもの。

(5) 不可避的に発生した被害の場合で現場管理費の中の補償費相当額（請負金額の 100 分の 1）に
当るもの。

請負者は上記の補償を行った場合、補償の内容等を確認できる資料（写真、図面、領収書等）

を作成し、監督員より指示があった場合はすみやかに提出しなければならない。 

3 被害の申出、確認 

(1) 請負者は、第三者から被害の申出を受けた場合、申出者を確認するとともに直ちに監督員に報

告しなければならない。

(2) 請負者は、監督員の指示に従い、申出者立会のもと、被害状況の確認を行わなければならない。

4 応急処置 

(1) 請負者は、被害状況の確認の結果、被害の程度が日常生活に著しく支障をきたすと判断される

ときは、すみやかに日常生活を継続しうるに足りる応急措置を講じなければならない。

(2) 応急措置を行うか否かの判断、及び応急措置の内容については、監督員と協議しなければなら

ない。

(3) 応急措置に必要な費用は、原則として請負者の負担とする。
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5 補償交渉等 

請負者は補償交渉等に当っては、補償完了まで誠意をもって被害者に接し、その処理、解決に

当らなければならない。 

設計図書に指定された工事について 

設計図書に基づき施工するものとするが、現地の状況を十分把握し、安全性、経済性、細部構

造等については、請負者において十分検討のうえ、設計図書により難い場合は監督員と協議する

ものとする。 

請負者においても、本工事に対する施工技術検討を十分行い、その内容を施工計画書に記載

し、提出するものとする。 

工事の施工については、受注者の責任において実施するものとする。 

契約に関する事項 

1 契約の条件 

本業務の落札業者は、速やかに本市と仮事業契約の締結を行う。また、民間資金等の活用によ

る公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号）第 9 条及び行橋市議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 39 年行橋市条例第 3 号）

第 2 条の規定により、行橋市議会の議決を要するので、当該仮事業契約は、市議会でこの仮事

業契約の締結に係る議案が議決された時に本契約となる。 

ただし、本市は、当該議案が市議会で議決されなかった場合でも、仮事業契約の相手方に対し

ていかなる責任も負わない。 

2 契約の解除 

落札業者決定後、本事業契約に係る議案の議決があるまでの間に、当該落札業者が「3.応募者

の備えるべき参加資格要件」に示すいずれかの要件を満たさなくなったときは、当該仮事業契約

を締結しないことがあり、又は仮事業契約を締結しているときはこれを解除することがある。 

3 締結時期及び事業期間 

仮事業契約 令和 ３ 年 ８ 月上旬 

市議会の議決 令和 ３ 年 ９ 月下旬 

事業期間は、事業契約締結日より令和５年２月２８日までとする。 
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第２章 機器の仕様 

§１ No.1 雨水ポンプ（長寿命化） 

 １．No.1雨水ポンプ(工場持ち帰り分解整備)  

   施工範囲及び整備内容は下記とする。  

 ２．仕  様 

項   目 仕      様 備  考 

(1) 形   式 立軸斜流ポンプ 2床式 

(2) 口   径 φ800mm 

(3) 吐 出 量 80m3/分 

(4) 揚   程 4.1m 

(5) 回 転 数 395min－１

(6) 台   数 １台 

(7) 製 造 年 1979年製 

(8) 製造メーカー 荏原製作所 

 ３．整備内容  

（１）撤去  

（２）据付  

（３）工場内作業  

   整備及び検査       

 １）分解点検  

 ２）部品交換  

 ３）寸法検査記録  

 ４）再組立  

 ５）写真 (組立)  

 ４．交換部品  

交  換  部  品 材質・規格 数  量 

カップリングナット S35C 1個 

キー SUS403 1組 

キー S45C 1組 

スリーブ SUS304 
3組 

予備3組 

ディスタンスリング FC20 1個 

コロジクウケ ♯29328 1個 
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交  換  部  品 材質・規格 数  量 

ゴムジクウケ ゴム、YBSC3 2個 

パッキンザ SUS304 1個 

グランドパッキン 
炭化繊維テフロン、 

ピラー♯6501L 

1組 

予備2組 

Oリング N、B、R 1組 

Oリング N、B、R 1組 

ゴムリング 天然ゴム 1個 

ゴムリング 天然ゴム 1式 

フェルトリング フェルト 1個 

カップリングボルト SS41、ゴム 1式 

座金 SUS304 1個 

座金 SUS304 1個 

ミズキリツバ SS41 1個 

ジャーナル S35C 1個 

軸受ケース FC20 1個 

油面計 ガラス・ゴム 1個 

 ５．試運転  

   据付、組立完了後、試運転を実施のこと。  

 ６．設計図書及び準拠規格  

   本業務の設計図書は発注図とする。  

 ７．提出書類  

   本業務に関する提出書類は下記とする。  

（１）施工計画書  

（２）施工状況写真  

（３）完了写真  

（４）整備前点検記録  

（５）整備後点検記録  

（６）試運転記録  

 ８．試験及び検査  

   請負者による組立・据付・調整終了後、市係員立会のもと完了確認試運転を行なうものと 

    する。   
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 ９．その他  

（１）本仕様書及び設計図書に記載の無い事項及び、疑義のある場合には速やかに市係員と協議 

  を行なうこと。  

（２）工場持ち帰り分解整備を行うこと。 

（３）1979年納入より長期にわたって運用されており、近隣住民にとって重要な施設である。  

   ポンプ部品交換において必要に応じて現地実測のうえ製作に反映させること。 

 10．特記事項 

（１）部品費の他、工場整備費(整備報告含む)、現地工事費、仮設費等も含む。 
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§２ No.1 雨水ポンプ用電動機（長寿命化） 

  １．No.1雨水ポンプ用電動機(工場持ち帰り分解整備)  

   施工範囲及び整備内容は下記とする。  

 ２．仕  様 

項   目 仕      様 備  考 

(1) 形   式 立軸かご型誘導電動機 

(2) 定格出力 90kW 

(3) 極数 18P 

(4) 定格電圧 440V 

(5) 定格周波数 60Hz 

(6) 台   数 1台 

(7) 製 造 年 1979年製 

(8) 製造メーカー 安川電機製作所 

 ３．整備内容  

（１）撤去  

（２）据付  

（３）工場内作業  

   整備及び検査       

 １）分解点検  

 ２）部品交換  

 ３）寸法検査記録  

 ４）再組立  

 ５）写真 (組立)  

 ４．交換部品  

交  換  部  品 材質・規格 数  量 

軸受 1式 

コイルの巻替え 1式 

 ５．試運転  

   据付、組立完了後、試運転を実施のこと。  

 ６．設計図書及び準拠規格  

   本業務の設計図書は発注図とする。  
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 ７．提出書類  

   本業務に関する提出書類は下記とする。  

（１）施工計画書  

（２）施工状況写真  

（３）完了写真  

（４）整備前点検記録  

（５）整備後点検記録  

（６）試運転記録  

 ８．試験及び検査  

   請負者による組立・据付・調整終了後、市係員立会のもと完了確認試運転を行なうものと 

  する。  

 ９．その他  

（１）本仕様書及び設計図書に記載の無い事項及び、疑義のある場合には速やかに市係員と協議 

  を行なうこと。  

（２）工場持ち帰り分解整備を行うこと。 

（３）1979年納入より長期にわたって運用されており、近隣住民にとって重要な施設である。  

   部品交換において必要に応じて現地実測のうえ製作に反映させること。 

 10．特記事項 

（１）部品費の他、工場整備費(整備報告含む)、現地工事費、仮設費等も含む。 
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§３ No.3 雨水ポンプ（長寿命化） 

 １．No.3雨水ポンプ(工場持ち帰り分解整備)  

   施工範囲及び整備内容は下記とする。  

 ２．仕  様 

項   目 仕      様 備  考 

(1) 形   式 立軸斜流ポンプ 2床式 

(2) 口   径 φ1100mm 

(3) 吐 出 量 161m3/分 

(4) 揚   程 4.1m 

(5) 回 転 数 235min－１

(6) 台   数 1台 

(7) 製 造 年 1981年製 

(8) 製造メーカー 荏原製作所 

 ３．整備内容  

（１）撤去  

（２）据付  

（３）工場内作業  

   整備及び検査       

 １）分解点検  

 ２）部品交換  

 ３）寸法検査記録  

 ４）再組立  

 ５）写真 (組立)  

 ４．交換部品  

交  換  部  品 材質・規格 数  量 

シタツキザガネ SUS304 1個 

キー SUS420J2 1組 

ディスタンスリング SUS304 1個 

ゴムジクウケ ゴム、YBSC3 2個 

スリーブ SUS304 
2組 

予備2組 

ゴムジクウケ ゴム、YBSC3 1個 

Oリング N、B、R 3組 

交  換  部  品 材質・規格 数  量 
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グランドパッキン 
ピラー♯6501L、 

φ188×φ150×19 

1組 

予備2組 

スリーブ SUS304 
1組 

予備2組 

スペーサ SS41 1個 

キー S45C 1組 

ゴムリング ― 1式 

軸受ケース・下 FC20 1個 

軸受ケース・上 FC20 1個 

 ５．試運転  

   据付、組立完了後、試運転を実施のこと。  

 ６．設計図書及び準拠規格  

   本業務の設計図書は発注図とする。  

 ７．提出書類  

   本業務に関する提出書類は下記とする。  

（１）施工計画書  

（２）施工状況写真  

（３）完了写真  

（４）整備前点検記録  

（５）整備後点検記録  

（６）試運転記録  

 ８．試験及び検査  

   請負者による組立・据付・調整終了後、市係員立会のもと完了確認試運転を行なうものと 

  する。  

  ９．その他  

（１）本仕様書及び設計図書に記載の無い事項及び、疑義のある場合には速やかに市係員と協議 

  を行なうこと。  

（２）工場持ち帰り分解整備を行うこと。 

（３）1979年納入より長期にわたって運用されており、近隣住民にとって重要な施設である。  

   ポンプ部品交換において必要に応じて現地実測のうえ製作に反映させること。 

 10．特記事項 

（１）部品費の他、工場整備費(整備報告含む)、現地工事費、仮設費等も含む。 
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§４ No.3 雨水ポンプ用ディーゼルエンジン 

 １．使用目的 

   本ディーゼル機関は、雨水ポンプの駆動のため、使用するものである。 

 ２．仕  様 

項   目 仕      様 備  考 

(1) 型   式 立形直列水冷4サイクル  

(2) 定 格 出 力 170kW  

(3) 定格回転数 900min－１

(4) 使 用 燃 料 A重油  

(5) 燃料消費率 0.3kg/kW・h 以下 100％負荷 

(6) 台   数 1台  

 ３．製作条件 

   ディーゼル機関の製作は、日本工業規格（JIS）、電気調査会標準規格（JEC）、日本電機 

  工業会規格（JEM）、発電用火力設備に関する技術基準、消防関係法規、公害防止法令、国 

  土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）、日本下水道 

  事業団電気設備工事一般仕様書等の規格、記載内容に適合すること。 

   機器の定格、性能を規定する標準的な使用条件は、「揚排水ポンプ設備技術基準（案）同 

  解説・設計指針（案）同解説」に準拠し、室内周囲温度5～40℃、周囲湿度40～85 ％RH、大 

  気圧920 hPa以上とする。 

   なお、過給機を使用するものは、排気タービン式で、無過給を0とした場合、過給率180％ 

  以下とする。また、ディーゼル機関は寒冷地においても起動が容易であるものとし、4サイ 

  クルとする。過負荷出力は110％１時間、速度変動率は整定5 ％以下とする。 

 ４．各部構造 

（１）本  体 

 １）シリンダ及びシリンダヘッド 

   シリンダは、良質の鋳鉄製であって、クランクケースと一体型（空冷式は分離型）とし、 

  ライナを挿入する構造でライナは耐摩耗性の特殊鋳鉄とする。また、シリンダヘッドは、十 

  分な強度を有する鋳鉄製又はマグネシウム・アルミニウム合金鋳物製とする。 

 ２）潤滑油溜り及び主軸受 

   台板又はオイルパンの底部は、潤滑油溜りとする。主軸受はケルメットメタル（ケルメッ 

  トメタルを鋳込んだ鋼を含む）もしくはアルミ合金とする。 

 ３）連接棒及びクランク軸 

   連接棒およびクランク軸は、ともに十分な強度を有する鋼材を鍛造したもの又は特殊鋳鉄 

  製とする。 
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 ４）ピストン 

   ピストンには、ピストンリング及びオイルリングを備え、高温、高圧及び側圧に対して十 

  分な強度、耐久性及び耐摩耗性を有するものとする。 

 ５）燃料噴射装置 

   燃料ポンプは、気筒ごと又は一体型とし、プランジャにより燃料噴射量を調整する機構と 

  する。 

 ６）調速装置 

   ガバナは、機械式又は油圧式若しくは電子式とし、鋭敏確実なもので負荷の変動に応じ、 

  自動的に燃料ポンプに作動して燃料の噴射量を調節する機構とする。 

 ７）潤滑油装置 

   潤滑油ポンプによる強制潤滑方式とする。 

 ８）冷却水装置 

   冷却水ポンプによる強制冷却方式とする。ディーゼル機関の冷却には、比較的多量の水を 

  必要とするので、冷却水量、補給水、水質には特に注意が必要であり、冷却方式に水槽循環 

  方式を採用する場合は、十分な容量をとること。 

   注）空冷式は、機関付冷却ファンによる強制冷却方式とする。 

（２）防振装置 

   ディーゼル機関の共通台床は、耐震を十分考慮したものとする。必要であればゴム又は金 

  属バネ若しくはそれらの組合せによる防振装置を施したストッパ付きとし、ストッパの強度 

  は計算上の耐震を十分考慮したものとする。 

   また、振動は、定格運転状態で防振装置取付け部の上部近傍位置における上下方向、軸方 

  向及び軸と直角の水平方向について、それぞれ両振幅で0.3mm以下とする。 

   なお、空冷式は、防振装置を施した台床とする。 

（３）起動装置 

   ディーゼル機関起動装置は、空気起動式とする。 

   空気起動式は分配弁方式又はエアモータ方式とし、ディーゼル機関1台ごとに空気槽2本を 

  装備し、その内1本は予備とする。空気槽の規定圧力は2.94MPaとし、連続操作で3回以上起 

  動可能な容量とする。空気槽は鋼板又は鋼管製とし、圧力継電器（自動運転用及び警報表示 

  用）を付属する。    

（４）動力伝達装置 

   ディーゼル機関と減速機又はポンプとの連結は、フレキシブル継手又はそれに類するもの 

    で連結する。 

 ５．使用材料 

（１）各機器は、良質で容易に入手できる材料で構成し、十分耐久性にとみ堅固な取り付けがで 

  きるものとする。また使用される部品、材料は関係規格に適合又はこれに準ずるものとする。 

（２）金属材料の主なものは JIS 規格、規格のないものは、市場優良品で一般に認められたも 

  を使用すること。 
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 ６．保護装置 

（１）機械的保護装置 

   回転部分はカバー等を取り付け、容易に触れられない構造とする。 

（２）電気的保護装置 

   運転操作条件として考慮するものとし、その他別途電気設備により安全対策を行うものと 

  する。 

 ７．運転概要 

   空気起動の場合は次を標準とする。 

（１）自動起動 

     起 動    停 止 

起 動 操 作  停 止 操 作 

潤滑油 

プライミング起動 ＊空冷不要 

燃 料 遮 断 

停     止 

起 動 弁 開 

機 関 着 火 

低速度リレー動作 

起 動 弁 閉 

規定速度リレー動作

起    動 
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（２）手動起動 

     起 動    停 止 

起 動 操 作  停 止 操 作 

潤滑油 

プライミング起動 ＊空冷不要 

燃 料 遮 断 

停     止 

起 動 弁 開 

機 関 着 火 

低速度リレー動作 

起 動 弁 閉 

規定速度リレー動作

起    動 

 ８．試験、検査 

   試験、検査は、機械設備工事一般仕様書、JIS 等に基づいて行う。 

 ９．据  付 

   機械設備工事一般仕様書による。 

 10．他工事との区分 

（１）土木、建築工事との区分 

   原則として機械コンクリート基礎、一部はつり工および孔部分の復旧工事は本工事に含む。 

（２）電気設備工事との区分 

   電気設備工事との区分は機器の据付けまで本工事とし、電気設備との取合いは機器の端子 

  渡しとし、それ以降の配線接続は電気設備工事とする。 

 11．標準付属品 

（１）冷却水ポンプ(機付)   １台分 

（２）潤滑油ポンプ(機付)   １台分 

（３）燃料噴射ポンプ    １台分 

（４）冷却水流水検視器(フローサイト)  １台分 

（５）冷却水流水継電器(フローリレー)  １台分 
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（６）点検歩廊(必要により設ける)  １台分 

（７）調速機     １台分 

（８）機関基礎ボルト    １台分 

（９）燃料こし器    １個 

（10）潤滑油こし器    １個 

（11）潤滑油プライミング装置   １個 

（12）ターニング装置    １個 

（13）潤滑油冷却器    １個 

（14）潤滑油圧力調整弁    １個 

（15）回 転 計    １個 

（16）冷却水圧力計    １個 

（17）潤滑油圧力計    １個 

（18）潤滑油圧力スイッチ   １個 

（19）給気圧力計(過給機付機関のみ)   １個 

（20）冷却水温度計（空冷は機関温度計）  １式 

（21）潤滑油温度計    １式 

（22）排気温度計    １式 

（23）機関付属配管（可とう管含む）  １式 

（24）機関付属継手（弾性継手）   １式 

（25）保守点検用具（特殊工具含む）  １式 

（26）ノズルテスタ    １式 

（27）燃料用積算流量計    １個 

（28）燃料用積算流量計ストレーナ  １個 

 12．その他付属品 

（１）ピストンリング    １気筒分 

（２）オイルリング    １気筒分 

（３）吸気弁     １気筒分 

（４）排気弁     １気筒分 

（５）燃料噴射ポンプ用プランジャ、バレル  １気筒分 

（６）同上バネ     １気筒分 

（７）吐出弁     １気筒分 

（８）同上バネ     １気筒分 

（９）燃料噴射弁、ノズル   １気筒分 

（10）同上バネ     １気筒分 

（11）燃料高圧管    １台分  

（12）各種パッキン    １式  

（13）起動用空気弁（装備機関のみ）  １気筒分 
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§５ No.3 雨水ポンプ用減速機 

 １．使用目的 

   本減速機は、原動機の回転速度を歯車の組合せで主ポンプの回転速度に減速するととも 

  に、原動機の水平軸をポンプの垂直軸に連絡して、動力を伝達するものである。 

 ２．仕  様 

項   目 仕      様 備  考 

(1) 型   式 直交軸傘歯車減速機 

(2) 原動機出力 170kW 

(3) 減 速 比 3.83 

(4) 原動機回転数 900min－１

(5) ポンプ回転数 235min－１

(6) 潤滑及び冷却方式 強制循環給油方式、水冷式 

(7) 潤滑油ポンプ 0.75kW 

(8) 台   数 1台 

 ３．製作条件 

   使用状態、据付条件等を十分考慮し、歯車の製作は日本工業規格（JIS）に基づくこと。 

  スラストを減速機で受ける場合は、強力な軸受を使用し、長時間の連続運転に耐える構造と 

  する。 

 ４．各部構造 

（１）ケーシング 

    ケーシングは、全閉で油留めを兼ねるものとし、外部への油漏れのない構造で、内部点検 

  用の透明板を取付け、分解が可能な構造であること。 

（２）歯  車 

   歯車は、使用状態に適合する良質な材料を使用し、歯面には精密な加工（JIS B 1701、 

  JIS B 1704）を施して強度的にも十分で、騒音の少ない連続運転が行えるものとする。 

（３）軸及び軸受 

   軸は、負荷の変動等を十分に考慮する。軸受はころがり軸受又はすべり軸受を使用して円 

  滑なる潤滑ができる構造とする。 

（４）潤滑方式 

   歯車及び軸受に対する潤滑油の供給は、強制循環給油方式とする。なお、油潤滑冷却装置 

  が必要な場合は長時間の連続運転に耐える信頼性の高いものを設置すること。 

（５）冷却方式 

   油冷却方式は、水冷式とする。  
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 ５．使用材料 

（１）ケーシング  鋳鉄又は鋼板製 

（２）歯   車  特殊鋼 

（３）ピニオン   特殊鋼 

（４）軸   炭素鋼 

   なお、歯車には、必要に応じて高周波焼入又は浸炭焼入の表面処理を行う。 

 ６．保護装置 

（１）機械的保護装置 

   ディーゼル機関と減速機の間に可とう継手を設ける。 

（２）電気的保護装置 

   操作条件として故障、警報を出す。 

 ７．運転概要 

   起動条件を満足して起動指令を受け、起動用潤滑油ポンプを起動した後、内燃機関を起動 

  し、動力を伝達する。 

 ８．試験、検査 

   歯車減速装置は、機械設備工事一般仕様書に基づいて行う。 

 ９．据付け 

   据付けに当たっては、水準器等によって水平を調べ、正確に水平及び軸芯調整を行う。そ 

  の他については機械設備工事一般仕様書に基づいて行うものとする。 

 10．他工事との区分 

（１）土木、建築工事との区分 

   原則として機械コンクリート基礎、一部斫り工および孔部分の復旧工事は本工事に含む。 

（２）電気設備工事との区分 

   電気設備工事との区分は機器の据付まで本工事とし、電気設備との取合いは機器の端子渡 

  しとし、それ以降の配線接続は電気設備工事とする。 

 11．標準付属品 

（１）起動用潤滑油ポンプ   １台 

（２）内蔵潤滑油ポンプ    １台 

（３）ウイングポンプ    １台 

（４）油冷却器     １式 

（５）ストレーナ    １式 

（６）温度計     １式 

（７）油面計     １式 
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（８）圧力計     １式 

（９）流水継電器    １個 

（10）潤滑油温度継電器    １個 

（11）圧力開閉器または油流継電器  １個 

（12）特殊工具     １式 
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§６ No.3 雨水ポンプ用空気槽 

 １．使用目的 

   圧縮空気を貯留し、空気使用量の変化に対応するためのものである。 

 ２．仕  様 

項   目 仕      様 備  考 

(1) 形   式 鋼板製立形円筒槽 

(2) 容   量 150L×2本 

(3) 台   数 1基 

 ３．製作条件 

（１）第２種圧力容器となるので関連法規に適合した製品であること。 

（２）貯留圧力は3.0MPa（0.69～0.93MPa）とする。 

 ４．各部の構造 

（１）立置円筒式とする。 

（２）本槽には、空気出入管取付座、圧力計取付座、ドレン管取付座、その他必要な装置を具備 

  させるものとする。 

 ５．使用材料 

   本  体        SS400又は同等品 

 ６．試験、検査 

（１）工場において、第２種圧力容器構造規格による耐圧試験を行う。 

（２）一般事項については、機械設備工事一般仕様書による。 

 ７．塗  装 

   一般事項については、機械設備工事一般仕様書による。 

 ８．据  付 

   一般事項については、機械設備工事一般仕様書による。 

 ９．標準付属品 

（１）圧 力 計     １式 

（２）安 全 弁     １式 

（３）圧力スイッチ     １式 

（４）検査穴またはマンホールまたはハンドホール  １式 

（５）ドレン管および弁     １式 

（６）その他必要なもの     １式  
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§７ 地下重油タンク（長寿命化） 

 １．地下重油タンク（内面ライニング） 

   施工範囲及び整備内容は下記とする。 

 ２．仕  様 

項   目 仕      様 備  考 

(1) 形   式 鋼板製地下式円筒横置き型 

(2) 容   量 4ｍ3

(3) 台   数 1台 

 ３．製作条件 

   本タンクは、製作にあたっては消防法等関係法令に基づき行うものとする。機材及び施工 

  にあたっては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（機械設備工 

  事編）」及び同標準図に準拠する。 

 ４．整備内容  

（１）内部清掃・廃油処理 

（２）ＦＲＰライニング工 

（３）タンク上部処理工 

（４）各種申請・検査 

 ５．整備部品・交換部品 

（１） 整備部品 

 整 備  部  品 材質・規格 数  量 

タンク 内面FRPライニング、膜厚2mm以

上 

1式 

（２） 交換部品 

 交 換  部  品 材質・規格 数  量 

マンホール φ400×H800 2組 

吸引管 PEL-40 3本 

返油管 PEL-50 3本 

注油管 PEL-65 1本 

通気管 PEL-32 2本 

チャッキ弁 40A 1個 

注油口 65A 1個 

通気口 32A 1個 
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 ６．保護装置 

   油面の上限、下限にてフロート式油面計により警報ができるものとする。 

 ７．試験・検査 

（１）消防法等関係法令に基づく点検・試験を行うこと。 

（２）適切な時期に許可申請書類、検査書類の作成を行うこと。 

８．提出書類  

   本業務に関する提出書類は下記とする。  

（１）施工計画書  

（２）施工状況写真  

（３）完了写真  

（４）整備後点検記録  

 ９．その他  

（１）本仕様書及び設計図書に記載の無い事項及び、疑義のある場合には速やかに市係員と協議 

  を行なうこと。  

（２）1980年設置より長期にわたって運用されており、近隣住民にとって重要な施設である。  

   部品交換において必要に応じて現地実測のうえ製作に反映させること。 

 10．特記事項 

（１）部品費の他、工場整備費(整備報告含む)、現地工事費、仮設費等も含む。 
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§８ No.1,2 燃料移送ポンプ 

 １．使用目的 

   燃料移送ポンプは、地下重油タンクから、燃料小出槽へ内燃機関の燃料を移送するための 

  ものである。 

 ２．仕  様 

項   目 仕      様 備  考 

(1) 形   式 歯車ポンプ 

(2) 口   径 φ25mm 

(3) 吐 出 量 17 L/min 

(4) 全 揚 程 0.3 MPa 

(5) 電 動 機 0.75kW 

(6) 電   源 220V×60Hz 

(7) 台   数 2台 

 ３．製作条件 

   油の漏洩がなく連続運転に耐える堅ろうな構造とする。 

 ４．各部の構造 

（１）本ポンプは、歯車式とし、要部は衝撃、摩耗、腐食に対し、十分余裕のある肉厚を有する 

  ものとする。 

（２）運転中は、振動騒音を生ずることなく、長時間の連続運転に対し十分耐え得る構造とする 

  こと。 

（３）本ポンプは、吸込側にオイルストレーナを設け、また吸込、吐出の両側には、可とう管を 

  具備するものとする。 

（４）ポンプを防油堤外に設置する場合は、ポンプ下部に受皿（ドレン弁付）を設ける。 

（５）電動機の仕様は、屋内防爆全閉防まつ形・空冷外被表面冷却自冷形・安全増防爆構造・温 

  度等級Ｔ１、連続定格とする。 

 ５．使用材料 

（１）本 体   FC製 

（２）歯 車   炭素鋼 

（３）軸   炭素鋼 

（４）配 管   SGP 

（５）弁 類   FC製 

 ６．運転・操作概要 

   燃料小出槽液位計の上・下限の信号により自動起動、停止するものとする。
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 ７．試験・検査 

（１）工場においてＪＩＳ試験法（ＪＩＳＢ8312）により性能試験を行う。 

（２）一般事項については機械設備工事一般仕様書による。 

 ８．塗 装 

   一般事項については機械設備工事一般仕様書による。カップリング外周は防錆油を塗布する。 

 ９．据 付 

   一般事項については機械設備工事一般仕様書による。 

 10．他工事との区分 

（１）土木、建設工事との区分 

   機器コンクリート基礎、一部はつり、孔部復旧、管埋設工事、モルタル仕上げは本工事と 

  する。 

（２）電気設備工事との区分 

   原則として機器の据付までを本工事とし、電気設備工事との取合いは機器の端子渡しと 

  し、それ以降の配線接続は電気工事とする。 

 11．標準付属品 

（１）電動機                              １台 

（２）カップリング又はＶベルトカバー     １個 

（３）連成計                             １個 

（４）吸込弁、吐出弁                   １式 

（５）特殊分解工具                       １式 

（６）ウイングポンプ                     １式（全台につき） 
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§９ No.1,2 冷却水ポンプ 

 １. 使用目的 

   本ポンプは、上水を冷却水として雨水ポンプ用ディーゼルエンジン、自家発電機等に揚水 

  するものである。 

 ２．仕  様 

項   目 仕      様 備  考 

(1) 形   式 水中渦巻ポンプ 

(2) ポンプ口径 φ80mm 

(3) 吐 出 量 0.9m3/分 

(4) 揚   程 17m 

(5) 電 動 機 5.5kW×2P 

(6) 周 波 数 60Hz 

(7) 電   圧 220V 

(8) 水中ケーブル長 約8.0ｍ 

(9) 潤滑水槽底から上 

    部床までの高さ 
6.0ｍ 

(10)台   数 2台 

 ３．製作条件 

（１）取扱流体は、上水とする。 

（２）ポンプは、締切起動が可能であること。 

 ４．各部の構造 

（１）駆動装置 

   ポンプに使用する電動機は、キャンド水中電動機とする。 

（２）本体 

 １）ケーシング 

  ①ケーシングは、内部圧力及び振動等に対する機械的強度並びに腐食・摩擦を考慮した良質 

  の鋳鉄製品とする。 

  ②ケーシングは、分解、組立が容易な構造とする。 

 ２）羽根車 

  ①羽根車は、良質強靱なる製品とし、固形物の混入に対し、堅牢であること。 

  ②羽根車は、極力羽根数を少なくし、平衡を十分とるとともに、表面を滑らかに仕上げること。 

 ３）主軸 

  ①主軸は、電動機軸を延長したもので、伝達トルク及び捩り振動に対しても十分な強度を有 

  すること。 
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 ４）フランジ 

  ①配管との接続フランジ寸法は、JISB2239（JIS10K）に準ずること。 

  ②水槽内配管及び分解用フランジのボルト、ナットはSUS304とする。 

 ５．使用材料 

（１）ケーシング  FC200以上 

（２）羽根車    CAC402以上 

（３）主軸     SUS420J1以上 

 ６. 試験・検査 

   本ポンプの検査は、機械設備工事一般仕様書に基づいて行うものとし、製作工場にて組立 

  完了後、ＪＩＳＢ8301に準拠した性能試験を行う。 

 ７. 塗装 

   機械設備工事一般仕様書に準拠する。 

 ８．他工事との区分 

（１）土木、建築工事との区分 

   原則として機械ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎、一部はつり工および部分の復旧工事は本工事に含む。 

（２）電気設備工事との区分 

   端子箱および端子箱までの水中ケーブルの配線接続は本工事とし、それ以降の配線接続は 

  電気設備工事とする 

 ９．標準付属品 

（１）水中ケーブル（端子箱まで）   １式 

（２）台板（吐出曲管、基礎ボルト・ナット含む）  １式 

（３）相フランジ（ボルト、ナット、パッキン含む） １式 

（４）連成計（コック付）    １組 

（５）自動空気抜弁（必要な場合）   １個 
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§１０ No.1,2 潤滑水ポンプ 

 １. 使用目的 

   本ポンプは、上水を潤滑水として雨水ポンプ、減速機等に揚水するものである。 

 ２．仕  様 

項   目 仕      様 備  考 

(1) 形   式 水中渦巻ポンプ 

(2) ポンプ口径 φ40mm 

(3) 吐 出 量 0.2m3/分 

(4) 揚   程 36m 

(5) 電 動 機 3.7kW×2P 

(6) 周 波 数 60Hz 

(7) 電   圧 220V 

(8) 水中ケーブル長 約8.0ｍ 

(9) 潤滑水槽底から上 

    部床までの高さ 
6.0ｍ 

(10)台   数 2台 

 ３．製作条件 

（１）取扱流体は、上水とする。 

（２）ポンプは、締切起動が可能であること。 

 ４．各部の構造 

（１）駆動装置 

   ポンプに使用する電動機は、キャンド水中電動機とする。 

（２）本体 

 １）ケーシング 

  ①ケーシングは、内部圧力及び振動等に対する機械的強度並びに腐食・摩擦を考慮した良質 

  の鋳鉄製品とする。 

  ②ケーシングは、分解、組立が容易な構造とする。 

 ２）羽根車 

  ①羽根車は、良質強靱なる製品とし、固形物の混入に対し、堅牢であること。 

  ②羽根車は、極力羽根数を少なくし、平衡を十分とるとともに、表面を滑らかに仕上げること。 

 ３）主軸 

  ①主軸は、電動機軸を延長したもので、伝達トルク及び捩り振動に対しても十分な強度を有 

  すること。 
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 ４）フランジ 

  ①配管との接続フランジ寸法は、JISB2239（JIS10K）に準ずること。 

  ②水槽内配管及び分解用フランジのボルト、ナットはSUS304とする。 

 ５．使用材料 

（１）ケーシング  FC200以上 

（２）羽根車    CAC402以上 

（３）主軸     SUS420J1以上 

 ６. 試験・検査 

   本ポンプの検査は、機械設備工事一般仕様書に基づいて行うものとし、製作工場にて組立 

  完了後、ＪＩＳＢ8301に準拠した性能試験を行う。 

 ７. 塗装 

   機械設備工事一般仕様書に準拠する。 

 ８．他工事との区分 

（１）土木、建築工事との区分 

   原則として機械ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎、一部はつり工および部分の復旧工事は本工事に含む。 

（２）電気設備工事との区分 

   端子箱および端子箱までの水中ケーブルの配線接続は本工事とし、それ以降の配線接続は 

  電気設備工事とする 

 ９．標準付属品（１台につき） 

（１）水中ケーブル（端子箱まで）   １式 

（２）台板（吐出曲管、基礎ボルト・ナット含む）  １式 

（３）相フランジ（ボルト、ナット、パッキン含む） １式 

（４）連成計（コック付）    １組 

（５）自動空気抜弁（必要な場合）   １個 
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§１１ No.1,2 床排水ポンプ 

 １．使用目的 

   本ポンプは、ポンプ室排水ピットの汚水を吐出井へ揚水するものである。 

 ２．仕  様 

項   目 仕      様 備  考 

(1) 形   式 水中汚水ポンプ  

(2) ポンプ口径 φ50mm  

(3) 吐 出 量 0.3m3/分  

(4) 揚   程 8m  

(5) 電 動 機 1.5kW以下×220V×60Hz  

(6) 水中ケーブル長 3m  

(7) 床排水ピット底から 

  上部床までの高さ 
0.7m 

(8) 台   数 2台  

 ３．製作条件 

（１）流入水は、ポンプ室排水ピットへ集水された汚水とする。 

（２）ポンプの運転は、締切運転が可能であること。 

 ４．各部の構造 

（１）駆動装置 

   ポンプに使用する電動機は、乾式水中形誘導電動機とする。 

（２）本 体 

 １）ケーシング 

   ①ケーシングは,内部圧力及び振動等に対する機械的強度並びに腐食・摩耗を考慮した良質 

  の鋳鉄製品とする。 

   ②ケーシングは分解、組立が容易な構造とする。 

 ２）羽根車 

   羽根車は、良質強靭なる製品とし、固形物の混入に対し、堅ろうであること。 

   羽根車は、極力羽根数を少なくし平衡を十分とるとともに、表面を滑らかに仕上げること。 

 ３）主 軸 

   主軸は電動機軸を延長したもので、伝達トルク及び捩り振動に対しても十分な強度を有する。 

 ４）軸封装置 

   軸封部には、メカニカルシールを用い運転中、停止中を問わず、異物が電動機内に侵入し 

  ないよう、中間に油を密封した二段構造とする。また、シール等の取替えは容易に行える構 

  造とする。 

 ５）軸 受 

   回転部質量及び水力スラストは、電動機に内装した軸受にて支持するものとし、長時間の 
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  連続運転に耐え、円滑なる自己潤滑ができる構造とすること。 

 ５．使用材料 

（１）ケーシング  FC200以上 

（２）羽根車    FC200以上 

（３）主軸     13Crステンレス鋼 

 ６．保護装置 

（１）異常温度を検知するサーマルスイッチ等を内蔵すること。 

（２）油・水がモーター部に侵入しないよう浸水溜り室を設けること。 

 ７．試験・検査 

   本ポンプの検査は、機械設備工事一般仕様書に基づいて行うものとし、製作工場にて組立 

  完了後、ＪＩＳＢ8301に準拠した性能試験を行う。 

 ８．据 付 

（１）据付にあたっては、水準器等によって、十分に芯出し調整を行う。 

（２）管廊の側溝とポンプピットの接続部には格子（20㎜ピッチ）を設ける。 

（３）水中ケーブルは吊上げ、分解時に必要な長さとし、端子箱は原則として床上1.2ｍ以上に 

  取付ける。 

（４）吊上用ブラケットは、ポンプの吊上げ、横引きに便なる構造とし、壁面に強固に取付ける。 

（５）ポンプピット内には、ケーブル及び吊上げチェーンの支持金具(ＳＵＳ304)を取付ける。 

 ９．他工事との区分 

（１）土木、建築工事との区分 

   原則として機械コンクリート基礎、一部はつり工および部分の復旧工事は本工事に含む。 

（２）電気設備工事との区分 

   端子箱および端子箱までの水中ケーブルの配線接続は本工事とし、それ以降の配線接続は 

    電気設備工事とする。 

 10．標準付属品（１台につき） 

（１）水中ケーブル（端子箱まで）  １式 

（２）吊上げ用チェーン（ＳＵＳ304製）  １式 

（３）吊上げ用ブラケット   １式 

（４）連成計（隔膜式）                         １個 

（５）自動空気抜き弁（必要な場合）             １個 

（６）動力ケーブル用端子箱                     １個 

（７）メカニカルシール                         １台分  
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§１２ 天井クレーン（長寿命化） 

 １．天井クレーン（巻上装置取り換え） 

   施工範囲及び整備内容は下記とする。 

 ２．仕  様（既設） 

項   目 仕      様 備  考 

(1) 型   式 電動式ダブルレールホイスト形

(2) 定格荷重 12t  

(3) 揚   程 12m   

(4) 走行距離 24.5m  

(5) 電源・周波数 220V×60Hz  

(6) 巻上速度 3.0m/min  (参考) 

(7) 巻上電動機 8.5kW  (参考) 

(8) 走行レール 30㎏/m  

(9) ス パ ン 7.51m  

(10)台   数 1基  

 ３．製作条件 

   クレーンは、厚生労働省令「クレーン等安全規則」、厚生労働省告示「クレーン構造規 

  格」、経済産業省令「電気設備技術基準」、日本工業規格(JIS)、電気規格調査会標準規格 

  (JIS)、日本電気工業会標準規格（JEM）等の法令・規格にしたがい、安全かつ正確な運転が 

  できるとともに、耐久性に富み維持管理に便利な構造で、クレーンの主要寸法はポンプ場等 

  を十分調査検討のうえ製作する。また、地震時における脱輪落下防止を考慮する。 

 ４．整備内容  

（１）撤去 

（２）据付 

（３）架台製作 

 ５．交換部品 

 整 備  部  品 材質・規格 数  量 

チェーンブロック 定格荷重1.0t、揚程12m 1基 

架  台 一般構造用圧延鋼、定格荷重12t 1式 

 ６．試運転  

   据付後、試運転を実施のこと。  
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 ７．設計図書及び準拠規格  

   本業務の設計図書は発注図とする。  

 ８．提出書類  

   本業務に関する提出書類は下記とする。  

（１）施工計画書  

（２）施工状況写真  

（３）完了写真  

（４）整備後点検記録  

（５）試運転記録  

 ９．試験及び検査  

   請負者による据付・調整終了後、市係員立会のもと完了確認試運転を行なうものとする。 

 10．その他  

（１）本仕様書及び設計図書に記載の無い事項及び、疑義のある場合には速やかに市係員と協議 

  を行なうこと。  

（２）1979年納入より長期にわたって運用されており、近隣住民にとって重要な施設である。  

   工事において必要に応じて現地実測のうえ製作に反映させること。 

 11．特記事項 

（１）部品費の他、現地工事費、仮設費等も含む。 
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第３章 複合工 

§１ 配管 

 １．配管仕様及び施工範囲 

番号 名 称 材質 口径 施工範囲 

1 床排水管 
SUS304TP 

SGPW 
50,65 

床排水ポンプ 

～既設管

2 空気抜き管 SGPW 50,80 
雨水ポンプ  

～既設管

3 燃料管 
SUS304TP 

SGP 

20,25 

32,40 

地下重油タンク 

 ～燃料移送ポンプ 

 ～既設配管取合点 

～雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ

4 燃料戻り管 
SUS304TP 

SGP 
50 

既設配管取合点 

～地下重油タンク

5 燃料受入管 SGP 65 
タンクローリー 

～地下重油タンク

 ２．一般仕様書の適用 

   原則として機械設備工事一般仕様書を適用するが，協議事項がある場合については，監督

  員との協議とする。
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§２ 鋼製加工品 

 １．鋼製加工品仕様及び施工範囲 

番号 名 称 設置場所 仕 様 備 考 

1 昇降用タラップ  図面参照 SS400＋塗装  

2 床排水ピット開口蓋 〃 〃 受枠共 

3 潤滑水ポンプ廻り開口蓋 〃 〃 受枠共 

4 冷却水ポンプ廻り開口蓋 〃 〃 受枠共 

5 屋外ピット仕舞板（1） 〃 〃 受枠共 

6 屋外ピット仕舞板（2） 〃 〃 受枠共 

7 受入口防雨カバー 〃 SUS304  

8 配管サポート 床排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 〃  

 ２．一般仕様書の適用 

   原則として機械設備工事一般仕様書を適用するが，協議事項がある場合については，監督

  員との協議とする。
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§３ 基礎工 

 １．基礎工仕様及び施工範囲 

番号 名 称 設置場所 数 量
備 考 

(防食塗装，防水等) 

1 
No.3 雨水ポンプ用 

ディーゼルエンジン基礎 

ポンプ室 

1階 
1  

2 
No.3 雨水ポンプ用 

空気槽基礎 
〃 1  

3 
No.3 雨水ポンプ用 

減速機潤滑油ﾕﾆｯﾄ基礎 
〃 1  

4 燃料移送ポンプ基礎 〃 1  

5 床排水ポンプ基礎 
ポンプ室 

地下1階 
2  

6 
床排水ピット開口蓋 

受枠基礎 
〃 1  

7 
潤滑水ポンプ廻り開口蓋 

受枠基礎 

ポンプ室 

1階 
1  

8 
冷却水ポンプ廻り開口蓋 

受枠基礎 
〃 1  

9 
配管貫通部 

はつり・復旧 
各所 1式  

10 共通開口 〃 1式  

11 配管ピット（1） 
地下重油タ

ンク 
1  

12 配管ピット（2） 〃 1  

13 燃料管埋設土工 〃 1式  

 ２．一般仕様書の適用 

   原則として機械設備工事一般仕様書を適用するが，協議事項がある場合については，監督

  員との協議とする。
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第４章 撤去工 

§１ 撤去機器類 

 １．機器仕様及び撤去範囲 

番号 名  称 仕様 設置場所 数量 備 考 

1 
No.1雨水ポンプ ポンプ室

1階 
1 再利用 

2 
No.1雨水ポンプ用 

電動機 
 〃 1 再利用 

3 
No.3雨水ポンプ用 

 〃 1 再利用 

4 
No.3雨水ポンプ用 

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ 

ディーゼル機関 

290PS×1200min-1
〃 1  

5 
No.3雨水ポンプ用 

減速機 

直交軸傘歯車減速機 

減速比3.824 
〃 1  

6 
No.3雨水ポンプ用 

空気槽 

鋼板製立形円筒槽 

150L×2本 
〃 1  

7 
No.1,2 

燃料移送ポンプ 

歯車ポンプ 

φ20×37L/分×4kg/cm2×

0.75kW 

ポンプ室

1階 
2  

8 
No.1,2 

冷却水ポンプ 

水中渦巻ポンプ 

φ100×0.76m3/分×20m×5.5kW 
冷却水槽 2  

9 
No.1,2 

潤滑水ポンプ 

水中渦巻ポンプ 

φ40×0.2m3/分×35m×3.7kW 
潤滑水槽 2  

10 
No.1,2 

床排水ポンプ 

水中汚水ポンプ 

φ50×0.3m3/分×10m×1.5kW 

ポンプ室

地下1階 
2  

11 天井クレーン 
電動式ダブルレールホイスト形

12t 

ポンプ室

2階 
1 

巻上装置

のみ 

 ２．特記事項 

（１）詳細は、機器配置図、添付図による。 

（２）撤去品のうち産業廃棄物の対象となるものについては指定場所への処分を行うこと。 

（３）撤去品のうちスクラップの対象となるものについては指定する仮置場に仮置すること。 

（４）一部機器は、移設・再据付である。移設する機器は、スクラップや廃棄を行わず最適な場 

  所に保管しておく。なお、詳細については打ち合わせにより決定する。 
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§２ 撤去配管 

 １．配管仕様及び施工範囲 

番号 名 称 材質 口径 施工範囲 

1 床排水管 SGPW 50,65 
床排水ポンプ 

～既設管

2 空気抜き管 SGPW 50,80 
雨水ポンプ  

～既設管

3 燃料管 
SUS304TP 

SGP 
20,32,40 

地下重油タンク 

 ～燃料移送ポンプ 

 ～既設配管取合点 

～雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ

4 燃料戻り管 SGP 50 
既設配管取合点 

～地下重油タンク

 ２．特記事項 

（１）撤去品のうち産業廃棄物の対象となるものについては指定場所への処分を行うこと。 

（２）撤去品のうちスクラップの対象となるものについては指定する仮置場に仮置すること。 
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§３ 撤去鋼製加工品 

 １．撤去鋼製加工品仕様及び施工範囲 

番号 名 称 設置場所 仕 様 備 考 

1 昇降用タラップ  図面参照 SS400   

2 床排水ピット開口蓋 〃 〃 受枠共 

3 潤滑水ポンプ廻り開口蓋 〃 〃 受枠共 

4 冷却水ポンプ廻り開口蓋 〃 〃 受枠共 

6 配管サポート 床排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 〃  

 ２．特記事項 

（１）詳細は、機器配置図、添付図による。

（２）歩廊脚部の根巻き撤去も本工事範囲とする。
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§４ 撤去基礎工 

 １．撤去基礎工仕様及び施工範囲 

番号 名 称 設置場所 数 量
備 考 

(防食塗装，防水等) 

1 
No.3 雨水ポンプ用 

ディーゼルエンジン基礎 

ポンプ室 

1階 
1  

2 
No.3 雨水ポンプ用 

空気槽基礎 
〃 1  

3 
No.3 雨水ポンプ用 

減速機潤滑油ﾕﾆｯﾄ基礎 
〃 1  

4 燃料移送ポンプ基礎 〃 1  

5 床排水ポンプ基礎 
ポンプ室 

地下1階 
2  

6 
床排水ピット開口蓋 

受枠基礎 
〃 1  

7 
潤滑水ポンプ廻り開口蓋 

受枠基礎 

ポンプ室 

1階 
1  

8 
冷却水ポンプ廻り開口蓋 

受枠基礎 
〃 1  

9 
配管貫通部 

はつり・復旧 
各所 1式  

10 共通開口 〃 1式  

 ２．特記事項

（１）詳細は、機器配置図、添付図による。

（２）基礎撤去後は原型復旧を原則とし、モルタル等にて仕上げること。 


